
平
成
二
十
年
四
月
四
日
受
領

答
弁
第
二
二
五
号

内
閣
衆
質
一
六
九
第
二
二
五
号

平
成
二
十
年
四
月
四
日

内
閣
総
理
大
臣

福

田

康

夫

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
在
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
大
使
館
に
配
置
さ
れ
て
い
た
日
本
画
が
消
失
し
た
件
に
つ
い
て
の
外
務

省
の
説
明
及
び
管
理
責
任
に
関
す
る
第
三
回
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
在
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
大
使
館
に
配
置
さ
れ
て
い
た
日
本
画
が
消
失
し
た
件
に
つ
い
て
の

外
務
省
の
説
明
及
び
管
理
責
任
に
関
す
る
第
三
回
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
か
ら
三
ま
で
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
「
潮
の
舞
」
の
所
在
が
確
認
で
き
な
く
な
っ
た
た
め
、
外
務
省
大
臣
官
房
及
び
在
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ

ン
日
本
国
大
使
館
（
以
下
「
大
使
館
」
と
い
う
。
）
が
、
御
指
摘
の
歴
代
公
館
長
等
か
ら
聞
き
取
り
調
査
を
行
い
、
平
成
十

八
年
五
月
に
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
当
局
に
対
し
て
捜
査
を
依
頼
し
た
こ
と
は
、
衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
消
失
し
た
在
ウ

ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
大
使
館
配
置
の
日
本
画
に
つ
い
て
の
外
務
省
の
対
応
と
国
民
の
税
金
で
購
入
し
た
美
術
品
に
対
す
る
外
務
省

の
認
識
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書
（
平
成
二
十
年
二
月
八
日
内
閣
衆
質
一
六
九
第
三
六
号
）
一
及
び
二
に
つ
い
て

等
で
繰
り
返
し
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

四
及
び
五
に
つ
い
て

外
務
省
と
し
て
引
き
続
き
調
査
を
行
っ
て
お
り
、
「
潮
の
舞
」
の
所
在
が
確
認
で
き
な
く
な
っ
た
経
緯
等
が
特
定
さ
れ
て

い
な
い
た
め
、
御
指
摘
の
者
に
対
す
る
処
分
は
行
っ
て
い
な
い
こ
と
は
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
年
三
月
二
十
一
日
内
閣

衆
質
一
六
九
第
一
七
五
号
）
二
か
ら
四
ま
で
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
ま
た
、
調
査
完
了
後
に
関
す
る
仮
定
の

一



質
問
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

六
か
ら
八
ま
で
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
調
査
」
に
関
連
す
る
文
書
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
平
成
十
五
年
二
月
か
ら
同
年
四
月
ま
で
に
行
っ
た
「
潮

の
舞
」
に
関
す
る
聞
き
取
り
調
査
を
記
し
た
文
書
が
存
在
す
る
。
同
文
書
は
、
公
表
し
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
て
作
成
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
秘
密
指
定
が
さ
れ
て
い
る
。

九
に
つ
い
て

大
使
館
か
ら
外
務
省
大
臣
官
房
に
対
し
、
現
在
ま
で
、
随
時
、
経
過
報
告
が
行
わ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
「
潮
の
舞
」
の

所
在
に
関
す
る
有
力
な
情
報
が
得
ら
れ
て
い
な
い
た
め
、
断
片
的
な
情
報
を
お
答
え
す
る
こ
と
で
無
用
な
誤
解
を
与
え
る
お

そ
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
個
々
の
報
告
に
つ
い
て
は
お
答
え
を
差
し
控
え
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
先
の
答
弁
書
（
平
成

二
十
年
三
月
二
十
一
日
内
閣
衆
質
一
六
九
第
一
七
五
号
）
一
及
び
八
か
ら
十
ま
で
に
つ
い
て
等
で
繰
り
返
し
述
べ
た
と
お
り

で
あ
る
。

十
に
つ
い
て

先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
年
三
月
二
十
一
日
内
閣
衆
質
一
六
九
第
一
七
五
号
）
十
一
か
ら
十
五
ま
で
に
つ
い
て
等
で
繰
り

二



返
し
述
べ
た
と
お
り
、
御
指
摘
の
記
事
に
事
実
に
反
す
る
記
述
が
含
ま
れ
て
お
り
、
報
道
機
関
か
ら
御
指
摘
の
四
点
の
美
術

品
を
中
心
に
事
実
関
係
に
関
す
る
照
会
が
多
く
な
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
外
務
省
大
臣
官
房
に
お
い
て
、
事
実
に
反
す
る
記
述

の
例
示
と
し
て
掲
載
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
も
の
で
あ
る
。

三


